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[注] 

（１） 「特別避難階段の付室」は、この章においては「付室」という。 

（２） 「非常用エレベーターの乗降ロビー」は、この章においては、「乗降ロビー」

という。 

（３） 「非常用エレベーターの乗降ロビー」、「特別避難階段の付室」、及び「非 

常用エレベーターの乗降ロビー兼用の特別避難階段の付室」を「付室等」と 

いう。 
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